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定
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関
す
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対
し
、
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紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
政
府
が
標
榜
す
る
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
世
界
保
健
機
関
に
お
い
て
、
自
分
自
身
の
健
康
に
責
任
を
持
ち
、
軽
度

な
身
体
の
不
調
は
自
分
で
手
当
て
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
と
別
に
定
義
を
定
め
る
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
。

ま
た
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
専
門
家
が
必
要
に
応
じ
て
適
切
に
関
与
す
べ
き
と
考
え
て
い

る
。お

尋
ね
の
「
臨
床
検
査
等
の
検
査
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
自
己
で
実
施
す
る
検
査
や
医
療
機
関
以
外
で
医
師
や
検
査

技
師
な
ど
専
門
職
以
外
が
実
施
す
る
検
査
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
自
己
で
実
施
す
る
検
査
等

に
用
い
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
や
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
そ
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
を
確
保
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
与
す
る
専
門
家
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
医
師
、
薬
剤
師
等
の
医
療
関
係
者
等
を
想

一



定
し
て
お
り
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
（
同
法
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
第
二

類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
を
い
う
。
）
の
販
売
、
情
報
提
供
等
を
担
う
観
点
か
ら
、
登
録
販
売
者
（
同
法
第
四
条
第
五
項

第
一
号
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
を
い
う
。
）
も
想
定
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
予
防
や
健
康
増
進
の
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
は
、
予
算
要
求
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
税
制
改
正
要
望
案
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
八
日
に
日
本
一
般
用
医
薬
品
連
合
会
か
ら
厚
生
労
働

大
臣
宛
て
に
提
出
さ
れ
た
要
望
及
び
同
年
八
月
十
一
日
に
日
本
製
薬
団
体
連
合
会
及
び
日
本
一
般
用
医
薬
品
連
合
会
の
連
名
で

厚
生
労
働
大
臣
宛
て
に
提
出
さ
れ
た
要
望
を
踏
ま
え
、
同
月
末
に
厚
生
労
働
省
内
に
お
い
て
そ
の
提
出
を
決
定
し
た
も
の
で
あ

る
。

二


